
 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、財政

援助団体等監査の結果を次のとおり公表する。 

 

  平成２９年８月７日 

 

南三陸町監査委員 芳 賀 長 恒 

南三陸町監査委員 西 條 栄 福 

  

（別紙） 

 

  



 

 

１ 監査を執行した監査委員 

   南三陸町監査委員 芳 賀 長 恒 

   南三陸町監査委員 西 條 栄 福 

２ 監査の概要 

 （１） 監査執行期日 

     平成２９年７月２１日 

 （２） 監査の対象とした事項 

     次の団体に係る補助金等交付、公の施設の管理団体指定等に関する

事務及び各団体における補助金等に係る出納関係事務、公の施設の指

定管理に係る出納関係事務等（主として平成２８年度に執行された事

務） 

    ア 財政援助団体 

     合同会社ＭＭＲ（南三陸町森里海協働基盤整備支援事業費補助金） 

     南三陸町社会福祉協議会（高齢者生活支援施設等整備事業補助金） 

     南三陸町木質バイオマスエネルギー利活用推進協議会 

（南三陸町木質バイオマスエネルギー利活用推進協議会交付金） 

     南三陸町国際交流協会（南三陸町生涯学習振興事業補助金） 

    イ 公の施設の管理団体（指定管理者） 

     入谷ふるさと振興会（公の施設：ひころの里） 

 （３） 監査の執行方法 

     関係書類に基づいて一連の事務手続について調査を実施するとと

もに、関係職員から、事務の処理状況について聴取を行った。 

 （４） 監査の着眼点 

    ア 補助金等交付所管課 

     ① 事務処理は法令等に適合しているか 

② 補助金交付要綱は整備されているか 

③ 補助金額の算定、交付決定、交付時期、手続等は適正か 

④ 補助金等交付の目的及び対象事業の内容は明確か 



 

 

    イ 補助金等受益団体 

① 補助金等の請求、受領は適正にされているか 

② 出納関係帳票の整備、記帳は適正か 

③ 事業は計画及び交付条件に従って実施されているか 

    ウ 指定管理関係事務所管課 

① 管理者の指定は、適正、公正に行われているか 

② 管理に関する経費の算定、手続等は適正か 

③ 管理者に適時に報告を求め、又は指示しているか 

    エ 指定管理者 

① 施設は、適切に管理されているか 

② 協定等に基づく業務の履行は適正か 

③ 公の施設の管理に係る会計経理は適正になされているか 

３ 監査の結果 

  補助金等交付所管課における事務手続、及び受益団体における本町からの

補助金に係る出納その他の事務については、補助金等交付規則や補助金交付

要綱等の規定に基づいて、おおむね適正に処理されていると認められた。 

  また、公の施設の指定管理に関する事務については、条例、協定書等の規

定に従って処理されており、おおむね適正な管理運営がなされているものと

認められた。 

  なお、軽易と認められる事項については、関係職員等に注意を促した。 

４ 結び 

  今年度の財政援助団体等の監査においては、補助金等交付事務の執行状況、

公の施設の指定管理に関する事務の執行状況の確認等を主眼として実施し

たものである。 

  監査の結果は、前述のとおり、おおむね適正であると認められた。 

  今後も、関係法規等に基づき、補助金等交付事務の適正な執行及び公の施

設の適正な管理運営に、一層の配意がなされることを望み、結びとする。 


